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第１章 総論 

 

１ 栃木県自転車活用推進計画 

 

(１）計画の位置付け 

 

自転車を取り巻く現状や課題が多様化する中、国においては、自転車の活用による環境負

荷の低減、災害時における交通機能の維持、国民の健康増進等を図ることなど新たな課題に

対応するため、平成 29(2017)年 5 月に「自転車活用推進法」を施行しました。また、平成

30(2018)年 6 月には、同法律に基づき「自転車活用推進計画（以下、国計画という。）」を策

定し、自転車の活用を推進しています。 

 同法律第 10 条において、都道府県は、国計画を勘案して、当該都道府県の区域の実情に

応じた自転車の活用の推進に関する施策を定めた計画を定めるよう努めなければならない

とされています。 

 このことから、本県においても、同法律第 10 条に基づく「栃木県自転車活用推進計画（以

下、本計画という。）」を策定しました。 

 本計画は、本県における自転車施策に関する基本計画です。 

 

 

 

 

 

本県の実情に応じて定める    

 

 

 

 

本県における自転車施策に関する基本計画 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成 29(2017)年 5 月 1 日 自転車活用推進法の施行 

平成 30(2018)年 6 月 8 日 自転車活用推進計画の閣議決定 

栃木県自転車活用推進計画 
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(２)関連計画 

 

本計画は、県政の基本指針を定めた栃木県重点戦略「とちぎ元気発信プラン」をはじめ、

県の各部局等が所管するそれぞれの分野ごとに策定した各種計画と整合を図っています。 

 

○総合戦略・地方創生・国土強靭化 

・とちぎ元気発信プラン 

・とちぎ創生 15 戦略 

・栃木県国土強靭化計画 

 

○交通安全分野 

・栃木県交通安全計画 

・栃木県交通安全実施計画 

・栃木県交通安全県民運動計画 

・自転車総合対策推進計画 

 

○環境分野 

・栃木県環境基本計画 

・栃木県地球温暖化対策実行計画 

 

○保健福祉分野 

・栃木県健康増進計画 

・栃木県高齢者支援計画 

・とちぎ子ども・子育て支援プラン 

 

○観光分野 

・とちぎ観光立県戦略 

 

○県土整備分野 

・県土づくりプラン 

・とちぎの都市ビジョン 

・都市計画区域マスタープラン 

 

○教育分野 

・栃木県教育振興基本計画 

・栃木県スポーツ推進計画 
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２ 計画の期間 

 

本計画の期間は、栃木県重点戦略「とちぎ元気発信プラン」の計画期間（2020 年度まで）

及び次期重点戦略の予定期間（2021 年度～2025 年度）を踏まえ、2020 年度から 2025 年度

までの６年間とします（図１）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図１ 計画期間のイメージ 

 

 

 

 

栃木県自転車活用推進計画 

2020～2025 年度（６年間） 

栃木県重点戦略 

「とちぎ元気発信プラン」 

ほか関連計画 

2016～2020 年度 

（５年間） 

次期 

栃木県重点戦略 

ほか関連計画 

2018～2020 年度 

（３年間） 

自転車活用推進計画 

（国計画） 

2021 年度～ 

（５年間程度予定） 

次期 

自転車活用推進計画 

（国計画） 



5 

第２章 自転車に関する栃木県の現状と課題 

 

本計画を実効性のあるものとするため、自転車に関する本県の現状と課題について、国計

画を参考に、「利用環境」「健康」「観光」「安全安心」の４つの視点から整理・把握します。 

 

 

 

 

  

（１）交通手段としての自転車 

  交通手段別の移動距離と所要時間の関係 

  通勤・通学時の交通手段分担率 

  県内温室効果ガス・部門ごとの排出量 

（２）自転車通行空間 

  歩行者と分離された自転車通行空間 

  大規模自転車道 

（３）駐輪場 

  駅周辺における自転車の放置台数・自転車等駐車場の設置状況 

（４）シェアサイクル・レンタサイクル 

  県内の状況 

利用環境 

（５）健康づくり・スポーツ活動 

  健康寿命 

  肥満者の割合 

  本県成人のスポーツ活動実施率 

  身体活動で消費するエネルギー 

健 康 

観 光 

安全安心 （８）自転車が関係する交通事故 

  自転車事故の発生状況 

  自転車事故の賠償事例 

（９）災害時における自転車の活用 

（６）自転車関連イベント 

  県内に本拠地を置く２つの地域密着型サイクルロードレースチーム 

  県内で開催される自転車関連イベント 

（７）サイクルツーリズム 

  本県の立地条件・資源 

  観光客入込数・宿泊数・外国人宿泊数 

 自転車に関する栃木県の現状と課題 
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（１）交通手段としての自転車 

 

 自転車は、温室効果ガスを排出しない環境にやさしい乗り物であり、短距離では、他の

交通手段と比べて所要時間が短く、最も効率的な移動手段です（図２）。 

 しかしながら、本県はくるま社会であり、自転車による通勤・通学の交通手段分担率は、

約 10％と全国に比べて低い状況です（図３）。 

 平成 25（2013)年における本県の温室効果ガスの排出量のうち、自動車から発生する量

は、全体の約 21％を占めています（図４）。 

 地球温暖化対策や渋滞対策を進める上で、短中距離の自動車利用を、公共交通機関の利

用との組み合わせを含めた自転車の利用へ転換することが重要です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図２ 交通手段別の移動距離と所要時間の関係 

【出典：新たな自転車利用のあり方を 

    考える懇談会資料（国土交通省）】 

図３ 通勤・通学時の交通手段分担率 

【出典：平成 22 年国勢調査結果に基づき作成】 

図４ 県内温室効果ガス・部門ごとの排出量の推移【出典：栃木県地球温暖化対策課調べ】 

21% 
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（２）自転車通行空間 

 

 歩行者と分離された自転車通行空間は、主に４つの整備形態があり、県内においては、

計約 126km が整備されています（図５）。 

 また、本県では、３路線の大規模自転車道が県道として認定され、河川の堤防等を利用

して整備されています（表１）。 

 今後は、ネットワーク化や計画的な整備が求められます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

路線 

番号 

県道名 

(通称名) 

起点 終点 延長 

289 二宮宇都宮自転車道線 

(鬼怒川自転車道) 

真岡市大道泉 

(県道栃木二宮線分岐) 

宇都宮市柳田町 

(県道宇都宮向田線分岐) 

約 25km 

313 渡良瀬遊水地壬生 

自転車道線 

(黒川思川自転車道) 

野木町渡良瀬遊水地 壬生町大字壬生甲 

(国道 352 号交点) 

約 8km 

402 桐生足利藤岡自転車道線 

(渡良瀬川自転車道) 

足利市小俣町 

(群馬県境) 

栃木市藤岡町藤岡 

(県道栃木藤岡線交点) 

約 21km 

 

 

 

 

 

 

図５ 歩行者と分離された自転車通行空間(H31.3.31 時点) 

【出典：全国値は国土交通省道路局・警察庁交通局調べ、栃木県値は栃木県道路整備課調べ】 

表１ 大規模自転車道 

【出典：道路現況調書（栃木県）】 
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（３）駐輪場 

 

駅周辺における駐輪場の設置が進んだこと等により、駅周辺の自転車の放置台数は全国的

に減少しています（図６）。 

県内の市(全 14 市)においては、駅周辺における自転車等駐車場は 112 箇所あり、自転車

の収容能力は 33,000 台以上となっています（表２）。 

 一方、公共交通の利用に関する県民へのアンケートでは、「バス停近くの駐輪場等の整備」

を要望する声が多い 1)状況です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1) バス利用・運行環境整備マニュアル（栃木県） 

図６ 全国の駅周辺における自転車の放置台数の推移(平成 29 年) 

【出典：駅周辺における放置自転車等の実態調査の集計結果（国土交通省）】 

表２ 駅周辺における自転車等駐車場の設置状況(平成 29 年 8月末) 

【出典：駅周辺における放置自転車等の実態調査の集計結果（国土交通省）】 
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（４）シェアサイクル・レンタサイクル 

 

 本県におけるシェアサイクル・レンタサイクルは、県内 21 市町において、市町・市町観

光協会等の団体・鉄道事業者により運営されている(表３)ほか、民間事業者によっても運営

されています。 

自転車は公共交通とともに公共性を有するモビリティであり、都市部や観光地における二

次交通としても注目されています。 

 

市町名 導入団体等 市町名 導入団体等 

日光市 日光シェアサイクル（日光商工会議所） 佐野市 市観光協会 

 奥日光サイクルシェア（日光自然博物館） 小山市 市観光協会 

大田原市 市観光協会  小山市シェアサイクル 

矢板市 城の湯やすらぎの里（矢板市） 下野市 市観光協会 

那須塩原市 まちなか交流センター（那須塩原市） 壬生町 町観光協会 

那須町 黒田原地区まちづくりセンター（那須町） 野木町 町観光協会 

宇都宮市 宇都宮市レンタサイクル 真岡市 真岡鐵道 真岡駅 

鹿沼市 まちの駅 新・鹿沼宿（市観光物産協会）  久保記念観光交流館（市観光協会） 

さくら市 和い話い広場（さくら市） 益子町 真岡鐵道 益子駅 

那須烏山市 市観光協会  道の駅 ましこ（益子町） 

 大金駅前観光交流施設（那須烏山市） 茂木町 真岡鐵道 茂木駅 

足利市 市観光協会 市貝町 道の駅サシバの里いちかい（市貝町） 

栃木市 市観光協会 芳賀町 芳賀温泉ロマンの湯（芳賀町） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表３ 市町・観光協会等の団体・鉄道事業者により運営されているシェアサイクル・レンタサイクルの状況 

【出典：栃木県交通政策課調べ(R1.10)】 



10 

（５）健康づくり・スポーツ活動 

 

 本県の健康寿命は近年上昇しています（図７）が、肥満者の割合は全国値より多く、男性

では 30 歳以上で 3 割以上と高い水準です（図８）。 

 日頃から体重の増減を把握し、食事や運動などの生活習慣に気をつけることが大切で

す。 

 本県の成人の週１日以上のスポーツ活動実施率は、緩やかな上昇傾向にあり 40％台を推

移している（図９）ものの、特に 30 代から 50 代のいわゆる「働き盛り世代」の実施率が

低い状況にあります（図 11）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図７ 健康寿命 

【出典：栃木県保健医療計画（７期計画）（栃木県）】 

図８ 肥満者の割合 

【出典：平成 28 年度県民健康・栄養調査結果（栃木県）】 
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 このような中、手軽に運動できる自転車を活かし、身近でスポーツの楽しさや喜びを味

わうことができる環境づくりを進めることが重要です。 

 自転車は、適正な運動強度を維持しやすく（図 10）脂肪燃焼等に効果的であり、生活習

慣病の予防が期待できるほか、年齢を重ねた時の歩ける身体づくりに資するものです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
図 11 本県成人のスポーツ活動実施率 

【出典：H30 栃木県県政世論調査結果（栃木県）】 

図９ 本県成人の週 1 日以上のスポーツ活動実施率 

【出典：H30 栃木県県政世論調査結果（栃木県）】 

図 10 身体活動で消費するエネルギー 

【出典：健康づくりのための身体活動基準 2013（厚生労働省）】 
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（６）自転車関連イベント 

 

 本県は、２つの地域密着型サイクルロードレースチームを擁し（図 12）、公道を走行す

る国際的ロードレースや国内最高峰のロードレースシリーズが多数開催されるなど、サイ

クルスポーツが盛んな地域です。 

 また、県民が参加できるサイクルイベントも通年にわたり県内各地で開催されています

（表４）。 

 これらの自転車関連イベントの経済効果は大きく、地域活性化に資するものであり、今

後とも各種イベントを展開していくことが求められます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

宇都宮ブリッツェン           那須ブラーゼン 

図 12 県内に本拠地を置く２つの地域密着型サイクルロードレースチーム 

【出典：栃木県 HP】 

表４ 県内で開催される自転車関連イベント 

【出典：ツール・ド・とちぎタイムス第３号（H30.12 発行）（ツール・ド・とちぎ実行委員会）】 
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（７）サイクルツーリズム 

 

 本県は、東京から 60～160km の首都圏北部に位置し、県内を南北に貫く東北縦貫自動車道

や東北新幹線、東西に横断する北関東自動車道があり、首都圏や隣県からのアクセスに優れ

ています（図 13）。 

 雄大な山々から清らかに流れる河川や緑豊かな里山、田園などが織りなす四季折々の風

景を県内随所に見ることができるなど、自然と身近にふれあえる環境があり、また、長い

歴史の中で育まれ、現代に守り伝えられてきた歴史的価値の高い世界遺産など、貴重な資

源が数多く存在しています（写真１～３）。 

 

 

  

写真１ 男体山と中禅寺湖 

【出典：栃木県 HP】 

図 13 恵まれた立地条件にある栃木県 

【出典：とちぎ元気発信プラン（栃木県）】 

写真２ 史跡 足利学校 

【出典：栃木県 HP】 

写真３ 雲巌寺 

【出典：栃木県 HP】 
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 本県の観光客入込数等は順調に増加していますが、東京圏からの日帰り圏内に位置してい

ることなどから、宿泊数の増加に結び付いていない傾向にあります（表５、図 14～15）。 

 今後は、本県を訪れる観光客の滞在性・周遊性を高めることで、より多くの経済効果を地

域に波及させる必要があり、また、外国人観光客を本県に呼び込むことが必要となっていま

す。 

  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表５ 観光客入込数・宿泊数の推移 〔単位：千人、％〕 

【出典：平成 30（2018）年栃木県観光客入込数・宿泊数推定調査結果概要（栃木県）】 

図 15 外国人延べ宿泊者数（栃木県・全国）【出典：観光庁】 

図 14 本県の観光客入込数・宿泊数の推移【出典：栃木県観光交流課調べ】 



15 

外国人観光客のニーズが「モノ消費」から体験型観光の「コト消費」へ変化し、滞在コ

ンテンツの充実が求められている中、自転車は、爽快感・雰囲気や自然を肌で感じられ、

徒歩とも自動車・公共交通とも異なるスケールで周辺環境の認識が可能であるため、外国

人観光客の来訪を促進できる可能性があります（図 16）。 

自転車を活用した観光地域づくり（サイクルツーリズムの推進）は全国的に有望視され

ています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 16 しまなみ海道サイクリングロード（広島県・愛媛県）の例 

【出典：国土交通省資料】 



16 

（８）自転車が関係する交通事故 

 

 本県における全事故の件数は減少傾向ですが、全事故に対する自転車事故の比率（構成

率）は、発生件数、死者数、負傷者数ともに横ばいです（表６）。 

 また、平成 29 年中の全国における自転車乗用中の死者のうち、自転車側に法令違反が認

められた割合は約８割と高水準である等、利用者の安全意識の醸成が課題です。 

 このような状況において、自転車の安全利用を図るためには、交通ルールの周知と安全

教育を推進することが重要です。 

加えて、近年では、自転車利用者が加害者となる事故の損害賠償において、加害者側に

高額な賠償命令が出ています（表７）。被害者救済の観点から、自転車の利用者等に対し

て、自転車損害賠償責任保険等への加入を促進する必要があります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（９）災害時における自転車の活用 

 

 東日本大震災時は、交通機関の混乱やガソリン等の燃料の供給遅れが発生し、県民生活

に影響を及ぼしました。 

 自転車が有する機動性を、災害対応の様々な局面で必要に応じて活かしていくことが必

要です。 

 

（注）構成率は全事故に対する比率を示す。

880（16.0）
  7（ 9.2）
877（12.7）

区　分 平成25年 平成26年 平成27年 平成28年
839（17.2）
 15（15.8）
822（13.6）

平成29年
発 生 件 数 （ 構 成 率 ）
死 者 数 （ 構 成 率 ）
負 傷 者 数 （ 構 成 率 ）

1,245（16.7）
   18（17.8）
1,224（13.0）

1,076（16.8）
   14（13.7）
1,062（13.2）

1,012（16.0）
   18（18.4）
  994（12.6）

表６ 自転車事故の発生状況【出典：交通年鑑（栃木県警察本部）】 

表７ 自転車事故の賠償事例【出典：国土交通省資料】 
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第３章 計画の目標 

 

１ 国の自転車活用推進計画における目標 

 

 国計画においては、自転車の活用の推進に関する４つの目標と１８の施策が定められて

います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

目標１ 自転車交通の役割拡大による良好な都市環境の形成 

 

  １ 自転車通行空間の計画的な整備の促進 

  ２ 路外駐車場の整備や違法駐車取締りの推進等による自転車通行空間の確保 

  ３ シェアサイクルの普及促進 

  ４ 地域の駐輪ニーズに応じた駐輪場の整備推進 

  ５ 自転車の IoT 化の促進 

  ６ 生活道路での通過交通の抑制や無電柱化と合わせた自転車通行空間の整備 

 

目標２ サイクルスポーツの振興等による活力ある健康長寿社会の実現 

 

  ７ 国際規格に合致した自転車競技施設の整備促進 

  ８ 公道や公園等の活用による安全に自転車に乗れる環境の創出 

  ９ 自転車を利用した健康づくりに関する広報啓発の推進 

１０ 自転車通勤の促進 

  

目標３ サイクルツーリズムの推進による観光立国の実現 

 

１１ 国際会議や国際的なサイクリング大会等の誘致 

１２ 走行環境整備や受入環境整備等による世界に誇るサイクリング環境の創出 

 

目標４ 自転車事故のない安全で安心な社会の実現 

 

１３ 高い安全性を備えた自転車の普及促進 

１４ 自転車の点検整備を促進するための広報啓発等の促進 

１５ 交通安全意識の向上に資する広報啓発活動や指導・取締りの重点的な実施 

１６ 学校における交通安全教室の開催等の推進 

１７ 自転車通行空間の計画的な整備の促進（再掲） 

１８ 災害時における自転車の活用の推進 

 国の自転車活用推進計画の目標 
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２ 本計画の目標 

 

本県は、自転車関係イベントが多数開催されるとともに、平地と山地のバランスが良く

変化に富んだサイクリングルート設定が可能であるなど、多くのサイクリストを惹きつけ

る「自転車先進県」です。 

本計画では、自転車施策の総合的・計画的な推進による「自転車先進県とちぎ」のさら

なる発展を目指すため、自転車に関する本県の現状と課題を踏まえた上で、国計画も勘案

し、４つの目標を設定しました。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

♦目標１ 

自転車を利用しやすい 

快適な“とちぎ” 

♦目標２ 

自転車で楽しく 

健康な“とちぎ” 

♦目標３ 

サイクルツーリズムで 

成長する“とちぎ” 

 

♦目標４ 

自転車を安全に利用できる 

安心な“とちぎ” 
 

（１）交通手段としての自転車 

（２）自転車通行空間 

（３）駐輪場 

（４）シェア・レンタサイクル 

（６）自転車関連イベント 

（７）サイクルツーリズム 

（８）自転車が関係する交通事故 

（９）災害時における自転車の活用 

（５）健康づくり・スポーツ活動 

利用環境 

健 康 

観 光 

安全安心 

 自転車に関する栃木県の現状と課題 

自
転
車
施
策
の
総
合
的
・
計
画
的
な
推
進
に
よ
る 

「
自
転
車
先
進
県
と
ち
ぎ
」
の
さ
ら
な
る
発
展 

 目 標 
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第４章 施策の展開 

 

１ 目標から各施策への展開 

 

 ４つの目標に対し、様々な施策を総合的・計画的に展開します。 

  

施策１ サイクルツーリズムの推進 

施策２ 自転車関連イベントの開催等   

施策１ 誰もが安全で快適に通行できる道づくり等の推進 

施策３ 路外駐車場等の整備及び違法駐車取締りの推進 

施策３ シェアできる自転車の導入推進（再掲） 

施策２ 地域のニーズに応じた駐輪場の整備推進 

施策１ サイクルスポーツ(自転車を利用した運動)の促進 

施策２ 自転車を活用した健康長寿づくりの促進 

施策１ 交通事故ゼロを目指す交通安全活動の推進 

施策２ まちづくりと連携した総合的な取組の推進 

施策３ 万が一に備えた自転車保険加入の促進 

施策４ 災害時における自転車の活用 

 基本目標と施策 

 

 

 

 

♦目標３ 

サイクルツーリズムで 

成長する“とちぎ” 

 

♦目標２ 

自転車で楽しく 

健康な“とちぎ” 

♦目標１ 

自転車を利用しやすい 

快適な“とちぎ” 

♦目標４ 

自転車を安全に利用できる 

安心な“とちぎ” 

施策４ シェアできる自転車の導入推進 
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２ 各施策と具体的措置 

 

（１）目標１の施策と具体的措置 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）目標２の施策と具体的措置 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

施策１ 誰もが安全で快適に通行できる道づくり等の推進 

施策３ 路外駐車場等の整備及び違法駐車取締りの推進 

施策２ 地域のニーズに応じた駐輪場の整備推進 

施策１ サイクルスポーツ(自転車を利用した運動)の促進 

施策２ 自転車を活用した健康長寿づくりの促進 

 ♦目標１ 自転車を利用しやすい 快適な“とちぎ” 

♦目標２ 自転車で楽しく 健康な“とちぎ” 

自転車通行空間整備 など 

駐輪場の整備 など 

適切な取締り など 

公園の活用 など 

広報活動 など 

 成果指標 

成果指標 

施策４ シェアできる自転車の導入推進 

レンタサイクル導入 など 
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（３）目標３の施策と具体的措置 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（４）目標４の施策と具体的措置 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

施策１ 交通事故ゼロを目指す交通安全活動の推進 

施策４ 災害時における自転車の活用 

施策３ 万が一に備えた自転車保険加入の促進 

♦目標４ 自転車を安全に利用できる 安心な“とちぎ”  

施策２ まちづくりと連携した総合的な取組の推進 

施策１ サイクルツーリズムの推進 

施策２ 自転車関連イベントの開催等 

♦目標３ サイクルツーリズムで成長する“とちぎ” 

施策３ シェアできる自転車の導入推進（再掲） 

サイクリングルート整備 など 

イベント開催 など 

レンタサイクル導入 など 

交通安全教育 など 

ゾーン 30 など 

広報啓発 など 

移動手段として活用 など 

成果指標 

成果指標  
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第５章 計画の推進 

 

１ 推進体制 

 

（１）庁内推進体制 

 

 本計画に基づく各種取組については、庁内関係課において連携を図り、総合的かつ計画

的に推進します。 

 

 

（２）市町との連携・官民連携 

 

 本計画の推進にあたっては、市町との連携を図るとともに、民間の有識者や関連団体等

と連携します。 

 

 

２ 本計画のフォローアップ及び見直し 

 

（１）計画のフォローアップ 

 

 本計画に基づく各種取組については、必要に応じて、民間の有識者や関連団体等の助言

を受けつつ、その取組状況等に関するフォローアップを行います。 

 

 

（２）計画の見直し 

 

 計画期末までに、施策の効果に関する評価を行うとともに、社会情勢の変化等を踏まえ

て、計画の見直しを行います。 


